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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光変調用部品および光ファイバー伝搬光の接続用部品を備えている光変調器であって、
　前記光変調用部品が、電気光学材料からなる変調用基板、この変調用基板に設けられて
いる変調用光導波路、前記変調用光導波路に対して電圧を印加し、伝搬光を変調する高周
波相互作用部、第一の支持基板、および前記変調用基板を前記第一の支持基板に接着する
第一の接着層を備えており、
　前記接続用部品が、電気光学材料からなる接続用基板、この接続用基板に形成されてい
る接続用光導波路、第二の支持基板、および前記接続用基板を前記第二の支持基板に接着
する第二の接着層を備えており、
　前記変調用基板が前記接続用基板に対して接着されており、前記第一の支持基板が前記
第二の支持基板に対して接着されており、前記変調用光導波路が前記接続用光導波路と連
続しており、前記変調用基板の厚さが前記接続用基板の厚さよりも小さいことを特徴とす
る、光変調器。
【請求項２】
　前記変調用基板の厚さが１０μｍ以下であることを特徴とする、請求項１記載の光変調
器。
【請求項３】
　前記変調用基板の厚さと前記接続用基板の厚さとの差が０．５μｍ以上であることを特
徴とする、請求項１または２記載の光変調器。
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【請求項４】
　前記接続用基板が前記第一の接着層にも接着されていることを特徴とする、請求項１～
３のいずれか一つの請求項に記載の光変調器。
【請求項５】
　前記変調用基板の前記接続用基板への接合面が、前記変調用光導波路における伝搬光の
進行方向に垂直な平面に対して傾斜していることを特徴とする、請求項１～４のいずれか
一つの請求項に記載の光変調器。
【請求項６】
　前記変調用基板と前記接続用基板とが同種の材質からなることを特徴とする、請求項１
～５のいずれか一つの請求項に記載の光変調器。
【請求項７】
　前記接続用部品の前記接続用光導波路が合波部または分波部を有することを特徴とする
、請求項１～６のいずれか一つの請求項に記載の光変調器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、進行波型光変調器等の光変調器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、光制御素子の光導波路を、基板の末端面で折り返すことによって、光
波と変調波との相互作用長を長くし、駆動電圧を低下させ、光波と信号波との整合速度差
を補償して高速動作を実現している。
【特許文献１】特開平４－３５５７１４
【０００３】
　非特許文献１では、PLC光回路とＬＮ導波路デバイスを接続している。また、特許文献
２では、PLC光回路とＬＮ導波路デバイスとを接続することが記載されており、この際、
二つの基板間で光導波路のモードフィールド径が異なるために、その間にモードフィール
ド径を調整するためのテーパー部を設けることが記載されている。
【非特許文献１】「Highly Functional Hybrid ModulesUsing Low Loss Direct Attachme
nt　Technique with Plannar LightwaveCircuit and LiNbO3 Devices　」T. Yamada et a
l.　　「ISMOT-2005」pp.107-110, 2005
【特許文献２】特開2005-173162
【０００４】
　なお，特許文献３には、いわゆるヤトイ構造が記載されている。
【特許文献３】特開2004-245991
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　なお、本出願人は、特許文献４において、高周波相互作用部を含む光変調用基板と、光
ファイバーに接続される厚い受動基板とを別体とし、両者を接着することによって、一体
の光変調器を形成することを開示した。
【特許文献４】特願２００７－３３３１７
【０００６】
　光変調器の高周波相互作用部は、駆動電圧を低減するために、電極ギャップを狭くする
必要がある。一方、電極ギャップを狭くしつつ、同時に、特性インピーダンス整合を保ち
、光波－マイクロ波速度整合を達成するためには、変調器基板の厚さを１０μｍ以下、特
には５μｍ以下にまで薄くする必要がある。
【０００７】
　このような非常に薄いニオブ酸リチウム基板上に例えばチタン拡散光導波路を形成する
と、基板の厚さ方向（縦方向）のモードサイズが基板厚さで制約されるために、横に偏平
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な形状となる。一方、接続するべき光ファイバーのモードフィールド径は１０μｍ程度の
円形である。このため、薄いニオブ酸リチウム基板上に形成された光導波路を、外部の光
ファイバーに対して接続すると、挿入損失が増加する。
【０００８】
　本発明の課題は、分岐型光導波路を伝搬する光に対して電圧を印加し、変調する高周波
相互作用部を備えている光変調器において、光ファイバー伝搬光と光導波路の伝搬光との
間のモードフィールドの不整合による光挿入損失を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、光変調用部品および光ファイバー伝搬光の接続用部品を備えている光変調器
であって、
　光変調用部品が、電気光学材料からなる変調用基板、変調用基板に設けられている変調
用光導波路、変調用光導波路に対して電圧を印加し、伝搬光を変調する高周波相互作用部
、第一の支持基板、および変調用基板を第一の支持基板に接着する第一の接着層を備えて
おり、
　接続用部品が、電気光学材料からなる接続用基板、接続用基板に形成されている接続用
光導波路、第二の支持基板、および接続用基板を第二の支持基板に接着する第二の接着層
を備えており、
　変調用基板が接続用基板に対して接着されており、第一の支持基板が第二の支持基板に
対して接着されており、変調用光導波路が接続用光導波路と連続しており、変調用基板の
厚さが接続用基板の厚さよりも小さいことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、高周波相互作用を営む部分と、光ファイバー伝搬光を入射または出射
させるべき光接続部分とを、上記のように別々のチップによって構成した。そして、光フ
ァイバー伝搬光を接続する接続用部品は、高周波相互作用を営む変調用基板よりも厚くす
る。これによって、光ファイバー伝搬光を変調器に入射、あるいは変調器から出射させる
ときの挿入損失を低減できる。
【００１１】
　これに加えて、単独の厚い光ファイバー接続用基板を、薄い変調用基板とその支持基板
とに対して接着する場合には、接続用基板と変調用基板とのモードフィールド径の相違が
あり、それによる光挿入損失が見られる。また、変調用基板は非常に薄く、支持基板およ
び接着層のほうが厚いので、接着層と接続用基板との間の熱膨張のミスマッチによって、
変調特性の温度変動が生ずることがある。
【００１２】
　本発明によれば、接続用基板を高周波変調用基板に接着すると同時に、両方の下にある
各支持基板も互いに接着する構造とした。これによって、接続用基板と変調用基板との厚
さの差を小さくでき、接続用基板と変調用基板とのモードフィールド径の相違による光挿
入損失をいっそう低減できる。また、変調用基板下の接着層と接続用基板との間の熱膨張
のミスマッチの影響もほとんどなくなり、これによる変調特性の温度変動も生じない。
【００１３】
　なお、「Highly Functional Hybrid Modules
Using Low Loss Direct Attachment　Technique with Plannar Lightwave
Circuit and LiNbO3 Devices　」T. Yamada et al.　　「ISMOT-2005」pp.
107-110, 2005、および特開2005-173162では、二種類の異なる光導波路基板を結合してい
るが、これは例えばニオブ酸リチウム光変調器と、ＰＬＣ（石英系平面光回路）とを接合
することで、光時分割多重モジュールを製造するものである。しかし、光変調器とＰＬＣ
とはそれぞれ別個の機能を営むものであり、光変調器それ自体を能動部品（光変調作用部
）と接続用部品とに分割することは想定されていない。また接続用基板としてニオブ酸リ
チウムとPLCという異質の材質からなる光導波路基板同士を接合することは線膨張係数の
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ミスマッチが大きく、デバイスの信頼性、変調動作の安定性の観点から問題がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明において、「高周波相互作用部」とは、光導波路に高周波電圧が印加され、光が
変調される領域のことである。ここで言う高周波電圧とは、1GHz以上の周波数の電圧を意
味する。
【００１５】
　本変調の電極は、いわゆるＣＰＷ型光変調器には限定されず、種々の形態の光変調器に
対して適用できる。本発明は、例えば、いわゆるＡＣＰＳ型の光変調器や、独立変調型の
光変調器に対して、適用可能である。
【００１６】
　図１～図４は、いわゆるＳＳＢ変調器に対して本発明を適用した例を示すものである。
図１は、光変調器４１を示す平面図であり、図２（ａ）は、接続用部品４３Ａ（４３Ｂ）
　を示す平面図であり、図２（ｂ）は、接続用部品４３Ａ（４３Ｂ）を示す側面図である
。図３（ａ）は、変調用部品４２を示す平面図であり、図３（ｂ）は、変調用部品４２を
示す側面図であり、図４は、光変調器４１を示す側面図である。
【００１７】
　図３（ａ）、図３（ｂ）に示すように、光変調用部品４２は、変調用基板４４、支持基
体４および両者を接着する低誘電率層３を備えている。変調用基板４４では、端面４４ａ
から端面４４ｂへと向かって光導波路２６ｄが延びている。部品４２の端面４４ａには、
光導波路の端面５５が形成されており、露出している。また、部品４２の反対側の端面４
４ｂ側には、光導波路の端面５６が露出している。端面４４ａと４４ｂとの間には、第二
次の分岐部２６ｄが例えば合計４列形成されている。
【００１８】
　図１、図２、図４の接続用部品４３Ａ、４３Ｂは、それぞれ、基板４８からなっている
。光入射側の接続用部品４３Ａでは、基板４８上に入射部２６ａ、第一次の分岐部２６ｂ
、２６ｃ、第二次の分岐部の末端が形成されている。光出射側の接続用部品４３Ｂでは、
基板４８上に出射部２６ｇ、第一次の分岐部２６ｅ、２６ｆおよび第二次の分岐部の末端
が形成されている。
【００１９】
　光変調用部品４２の両端面にそれぞれ接続用部品４３Ａ、４３Ｂを接合することで、光
変調器４１を作製する。本例では、各接続用基板４８の接合面４８ｂを、変調用基板４４
の接合面４４ａ、４４ｂおよび接着層３の端面３ａ、３ｂの上部に接着し、第二の接着層
１の端面１ｂを、第一の接着層３の端面３ａ、３ｂおよび第一の支持基板４の端面４ａ、
４ｂへと接着し、第二の支持基板２の端面２ｂを第一の支持基板４の端面４ａ、４ｂへと
接着する。
【００２０】
　本例では、光ファイバー伝搬光は、図１に示すように、矢印Ａのように光導波路２６の
端部２６ａから入射し、分波部３９Ａで分岐し、第一次の分岐部２６ｂ、２６ｃを通過し
、再び分波部３９Ｂで分岐し、第二次の分岐部２６ｄに入射する。そして、分岐部２６ｄ
内で変調が加えられる。次いで、分岐部２６ｄの光は合波部４０Ｂで合波され、第一次の
分岐部２６ｅ、２６ｆを通過し、更に合波部４０Ａで合波され、出射部２６ｇを通過し、
矢印Ｂのように変調器外へと出射する。
【００２１】
　ただし、本例では、矢印Ａの入射光、矢印Ｂの出射光は、いずれも、光ファイバー伝搬
光となる。また、光入射部、光出射部ともに、光ファイバーを、直接、接続用部品４３Ａ
、４３Ｂへとピッグテイル接続することができる。あるいは、光ファイバーをレンズ結合
を通して各接続用部品の光導波路へと結合することができる。いずれも、光ファイバー伝
搬光が接続用部品に対して接続されている。
【００２２】
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　図５～図７は、いわゆるＣＳＲＺ変調器に対して本発明を適用した例を示す。図５は、
光変調器５１を示す平面図である。図６（ａ）は、接続用部品５３を示す平面図であり、
図６（ｂ）は、接続用部品５３の側面図である。図７は、光変調器５１の側面図である。
【００２３】
　光変調用部品５２は、変調用基板５４、第一の支持基体１４および両者を接着する第一
の接着層１３を備えている。変調用基板５４では、接合面５４ａから端面５４ｂへと向か
って光導波路３６が延びている。具体的には、４列の第一次の分岐部３６ｃ、３６ｄ、合
波部４０Ａ、分波部３９Ｂ、導波部３６ｅ、３６ｆ、反射部３６ｇが設けられている。部
品５２の接合面５４ａには、光導波路の端面５５が形成されており、露出している。部品
５２の端面５４ｂには反射材７が形成されている。
【００２４】
　図６に示すように、接続用部品５３は基板５８からなっている。基板５８上には、入射
部３６ａ、出射部３６ｈ、分岐部３９Ａ、合波部４０Ｂおよび第一次の分岐部３６ｂが形
成されている。
【００２５】
　光変調用部品５２の接合面５４ａに接続用部品５３を接合することで、光変調器５１を
作製する。例えば、図７に示すように、接続用基板５８の接合面５８ｂを、変調用基板５
４の接合面５４ａおよび接着層１３の端面１３ａの上部に接着し、第二の接着層１１の端
面１１ｂを、第一の接着層１３の端面１３ａおよび第一の支持基板１４の端面１４ａへと
接着し、第二の支持基板１２の端面１２ｂを第一の支持基板１４の端面１４ａへと接着す
る。
【００２６】
　本例では、光導波路３６の入射部３６ａから入射した光は、分波部３９Ａで分岐し、分
岐部３６ｂを通過し、分岐部３６ｃで変調が加えられる。次いで、分岐部３６ｄの光は合
波部４０Ａで合波され、導波部３６ｅ、３６ｆ、反射部３６ｇを通過し、反射材７で反射
される。次いで、反射部３６ｇ、導波部３６ｅを通過し、分波部３９Ｂで分岐し、変調部
３６ｃで所定の変調を受ける。次いで、分岐部３６ｂを通過し、合波部４０Ｂで合波し、
出射部３６ｈから出射する。
【００２７】
　本発明においては、例えば図４、図７に示すように、変調用基板４４、５４が接続用基
板４８、４４に対して接着されており、第一の支持基板４、１４が第二の支持基板２、４
に対して接着されており、変調用光導波路が接続用光導波路と連続しており、変調用基板
の厚さＰ１が接続用基板の厚さＰ２よりも小さい。
【００２８】
　本発明の効果の観点からは、変調用基板の厚さＰ１と接続用基板の厚さＰ２との差は、
０．５μｍ以上であることが好ましく、2μｍ以上であることが更に好ましく、4μｍ以上
であることが最も好ましい。
【００２９】
　一方、変調用基板の厚さＰ１と接続用基板の厚さＰ２との差を20μｍ以下とすることに
よって、接続用基板と変調用基板とのモードフィールド径の相違による光挿入損失をいっ
そう低減でき、接着層と接続用基板との間の熱膨張のミスマッチの影響も抑制できる。こ
の観点からは、Ｐ１とＰ２との差を10μｍ以下とすることが更に好ましい。
【００３０】
　また、特性インピーダンス整合と光波とマイクロ波との速度整合という観点からは、変
調用基板の厚さＰ１は、１０μｍ以下であることが好ましく、５μｍ以下であることが更
に好ましい。
【００３１】
　好適な実施形態においては、接続用基板が第一の接着層に対しても接着されている。
【００３２】
　第一の支持基体の厚さＳ１、第二の支持基体の厚さＳ２（図２、図４、図６、図７参照
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）は特に限定されないが、部品の取り扱いという観点からは、１００μｍ以上が好ましく
、５００μｍ以上が更に好ましい。
【００３３】
　第一の接着層３、１３の厚さＡ１、第二の接着層１、１１の厚さＡ２は特に限定されな
いが、光波とマイクロ波との速度整合という観点からは、10μｍ以上であることが好まし
い。また、接合部での線膨張係数差に伴う応力緩和という観点からは、1000μｍ以下であ
ることが好ましく、100μｍ以下であることが更に好ましい。
【００３４】
　光変調用基板、あるいは接続用基板の中には、バイアス点を移動するために、位相調整
用の電極を設けることができる。位相調整用の電極とはｄｃバイアス点を調整するために
駆動する電極のことである。この駆動電圧の周波数は、例えば1KHz～400MHzである。
【００３５】
　また、光導波路には、前述した各例のように、合波部、分波部を設けることができる。
この場合には、合波部、分波部は、光変調用基板に設けても良く、接続用基板に設けても
良い。合波部、分波部を接続用基板に設けた場合には、接続用基板の方が厚いので、伝搬
光をシングルモード化し、消光比を向上しやすいという利点がある。
【００３６】
　光導波路は、変調用基板、接続用基板の一方の主面に直接形成されたリッジ型の光導波
路であってよく、各基板の一方の主面の上に他の層を介して形成されたリッジ型の光導波
路であってよく、また各基板の内部に内拡散法やイオン交換法によって形成された光導波
路、例えばチタン拡散光導波路、プロトン交換光導波路であってよい。具体的には、光導
波路が、基板表面から突出するリッジ型光導波路であってよい。リッジ型の光導波路は、
レーザー加工、機械加工によって形成可能である。あるいは、高屈折率膜を基板上に形成
し、この高屈折率膜を機械加工やレーザーアブレーション加工することによって、リッジ
型の三次元光導波路を形成できる。高屈折率膜は、例えば化学的気相成長法、物理的気相
成長法、有機金属化学的気相成長法、スパッタリング法、液相エピタキシャル法によって
形成できる。
【００３７】
　上記の各例では、電極は変調用基板の表面に設けられているが、変調用基板の表面に直
接形成されていてよく、低誘電率層ないしバッファ層の上に形成されていてよい。低誘電
率層は、酸化シリコン、弗化マグネシウム、窒化珪素、及びアルミナなどの公知の材料を
使用することができる。ここで言う低誘電率層とは、基板本体を構成する材質の誘電率よ
りも低い誘電率を有する材料からなる層を言う。
【００３８】
　変調用基板、接続用基板を構成する材料は、強誘電性の電気光学材料、好ましくは単結
晶からなる。こうした結晶は、光の変調が可能であれば特に限定されないが、ニオブ酸リ
チウム、タンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウム－タンタル酸リチウム固溶体、ニオブ酸
カリウムリチウム、ＫＴＰ、ＧａＡｓ及び水晶などを例示することができる。
【００３９】
　支持基体の材質は、上記した強誘電性の電気光学材料に加えて、更に石英ガラス等のガ
ラスであってもよい。
【００４０】
　また、好適な実施形態においては、変調用基板と接続用基板とが同種の材質からなる。
ここで、同種の材質とは、材質の基本組成が同じであればよく、ドープ成分の有無は問わ
ない。このように同種の材質からなる光変調基板と接続用基板とを接合することは、異種
材料からなる異種機能部品の接合を前提とする特開２００５－１７３１６２（特許文献２
）からは、不自然であり、想定できないと考えられる。
【００４１】
　変調用基板、接続用基板と支持基体とを接着する接着剤は、変調用基板よりも低誘電率
である材料からなる。その具体例は、前記の条件を満足する限り特に限定されないが、エ
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ポキシ系接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化性接着剤、アロンセラミックスＣ（商品名
、東亜合成社製）（熱膨張係数１３×１０－６／Ｋ）を例示できる。
【００４２】
　変調用基板と接続用基板とを接合する方法は特に限定されず、以下を例示できる。変調
用基板と接続用基板を接合するためには、サブミクロンの精度で可動できる光学調芯機を
用いて実施することができる。変調器基板と接続用基板は、光学調芯機の専用冶具にそれ
ぞれ固定する。最初に、変調器基板上の光導波路と光ファイバの光軸を光導波路から出射
する光パワーが最大になる位置に調芯する。次に、接続用基板の光導波路と変調用基板の
光導波路を調芯する。その後、ＵＶ硬化樹脂を使用して双方を接合する。
【００４３】
　なお、チップ間のあおり調整は、調芯機の専用冶具の組み付け精度で調整しなくともよ
いが、高精度を要求する場合には調芯機のあおり調芯にて調整することもできる。変調用
基板と接続用基板の接合面、および光ファイバとの接合面には、ヤトイ構造を設けてもよ
い。この場合には、環境温度の変化によって光出力の変動を抑制することが可能となる。
このヤトイ構造は、たとえば、特開2004-245991（特許文献３）に記載されている。
【００４４】
　特に、変調用基板と接続用基板とを接着する場合には、接着剤は特に限定されないが、
エポキシ系接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化性接着剤、アロンセラミックスＣ（商品
名、東亜合成社製）（熱膨張係数１３×１０－６／Ｋ）を例示できる。
【００４５】
　上記した各例では、振幅変調器に発明を適用した場合について述べたが、光導波路配置
が異なる位相変調器に対しても本発明を適用できる。
【００４６】
　好適な実施形態においては、良好な反射減衰を確保するために、変調用基板の接合面４
４ａ、４４ｂ、５４ａが、分岐部における伝搬光の進行方向に垂直な平面Ｌに対して傾斜
している（図１、３、５、６参照）。この傾斜角度θは特に限定されないが、光導波路の
スポットサイズ直径が10ミクロンの場合、1°以上が好ましく、また、30°以下が好まし
い。但し、好適なθは接続する光導波路のスポットサイズに依存するため、スポットサイ
ズが大きければ好適なθはこれより小さくなり、反対にスポットサイズが小さい場合は、
好適なθはこれより大きくなる可能性がある。
【００４７】
　図１、図３、図５、図６では、チップの幅方向に傾斜角度θを設けているが、チップの
厚み方向に傾斜角度を設けることもできる。
【００４８】
　また、端面に反射防止コートを用いることでも反射減衰を向上することができるため、
良好な反射減衰量を確保しつつ、θを0°にすることも可能である。
【００４９】
　また、変調用基板上、接続用基板上の各光導波路がチタン内拡散光導波路である場合に
は、光導波路を形成するためのチタン膜の厚さを、変調用基板側において相対的に小さく
し、相互作用部における光の閉じ込めを弱くしてシングルモード化することができる。こ
れによって消光比が向上する。更に、光導波路を形成するためのチタン膜の厚さを、接続
用基板において相対的に大きくし、光導波路の曲がり部における光の閉じ込めを強くして
、曲がり部からの光の放射による損失を低減することができる。
【実施例】
【００５０】
（実施例１）
　図１～図４に示す光変調器４１を製造した。
　具体的には、Ｘカットした３インチウエハ（ＬｉＮｂＯ３単結晶）を使用し、チタン拡
散プロセスとフォトリソグラフィー法とによって、ウエハの表面にマッハツェンダー型の
光導波路を形成した。光導波路のサイズは、例えば１／ｅ２で１０μｍとできる。次いで
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、メッキプロセスにより、信号電極および接地電極を形成した。
【００５１】
　次に、研磨定盤に研磨ダミー基板を固定し、その上に変調器用の基板本体を、電極面を
下向きにして貼り付けた。次に、横型研磨、ラップおよびポリッシング（ＣＭＰ）にて変
調器用基板４４を薄型加工した。次いで、平板状の支持基板４上に基板４４を接着した。
光導波路の端面（光ファイバーへの接続部）を端面研磨し、ダイシングにてウエハを切断
し、各チップを得た。チップの幅を2ｍｍとした。
【００５２】
　RF変調基板の接合部での反射戻り光を抑制するため、端面に角度６°の傾斜を設けた。
チップ接合面には端面斜め研磨加工を行い、その後ARコート膜を蒸着により形成した。
【００５３】
　一方、Ｘカットした３インチウエハ（ＬｉＮｂＯ３単結晶）を使用し、チタン拡散プロ
セスとフォトリソグラフィー法とによって、ウエハの表面にマッハツェンダー型の光導波
路を形成した。光導波路のサイズは、例えば１／ｅ２で１０μｍとできる。次いで、ウエ
ハを加工し、幅２ｍｍの接続用基板４８を得た。接続用基板の接合面には角度6°の傾斜
を設けた。
【００５４】
　次に、研磨定盤に研磨ダミー基板を固定し、その上に接続用基板を貼り付けた。次に、
横型研磨、ラップおよびポリッシング（ＣＭＰ）にて接続用基板を薄型加工した。次いで
、平板状の支持基板２上に基板４８を接着した。光導波路の端面（光ファイバーへの接続
部）を端面研磨し、ダイシングにてウエハを切断し、各チップを得た。チップの幅を2ｍ
ｍとした。
【００５５】
　光導波路の導波光を観察する事で両基板のアラインメントを行い、紫外線硬化型樹脂を
用いて接合し、図１～図４の変調器４１を得た。ただし、信号電極と接地電極とのギャッ
プは13.5μｍとし、各電極の厚みを6μｍとした。光導波路の各湾曲部の曲率半径は１５
ｍｍとした。各パラメーターは以下のとおりである。
　Ｐ１：5ミクロン
　Ｐ２：8ミクロン
　Ａ１：100ミクロン
Ａ２：100ミクロン
Ｓ１：500ミクロン
Ｓ２：497ミクロン
【００５６】
　接合した光導波路のチップ接合部での結合損失を測定したところ、0.2dBであった。ま
た、入射光の反射減衰量も十分に確保されており、光源に影響がない事を確認した。RF変
調部５に形成したRF電極の高周波特性をネットワークアナライザを用いて測定したところ
、S21の-6dB帯域として25GHz以上が確保されており、40Gb/s変調が可能である事も確認し
た。
【００５７】
　更に、偏波保持光ファイバを光導波路の入射側端面、シングルモード光ファイバーを接
続用基板の光導波路の出射側端面に対して光学結合した。そして、光挿入損失を測定した
ところ，-6dBであった。
【００５８】
（実施例２）
　光導波路の導波光を観察する事で両基板のアラインメントを行い、紫外線硬化型樹脂を
用いて接合し、図１～図４の変調器４１を得た。ただし、信号電極と接地電極とのギャッ
プは１３．５μｍとし、各電極の厚みを6μｍとした。光導波路の各湾曲部の曲率半径は
１５ｍｍとした。各パラメーターは以下のとおりである。
　Ｐ１：５ミクロン
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　Ｐ２：５．５ミクロン
　Ａ１：１００ミクロン
Ａ２：１００ミクロン
Ｓ１：５００ミクロン
Ｓ２：４９９．５ミクロン
【００５９】
　接合した光導波路のチップ接合部での結合損失を測定したところ、0.05dBであった。ま
た、入射光の反射減衰量も十分に確保されており、光源に影響がない事を確認した。RF変
調部５に形成したRF電極の高周波特性をネットワークアナライザを用いて測定したところ
、S21の-6dB帯域として25GHz以上が確保されており、40Gb/s変調が可能である事も確認し
た。
【００６０】
（比較例１）
　実施例１と同じ材質、寸法の光変調器を作製した。ただし、変調器用基板と接続用基板
とは分離せず、一体の変調用基板とした。この一体の基板の厚さは一定とし、一体とした
変調用基板の厚さ5ミクロン、一体とした支持基板の厚さを500ミクロンとした。
【００６１】
　RF変調部５に形成したRF電極の高周波特性をネットワークアナライザを用いて測定した
ところ、S21の-6dB帯域として25GHz以上が確保されており、40Gb/s変調が可能である事も
確認した。更に、偏波保持光ファイバを光導波路の入射側端面、シングルモード光ファイ
バーを接続用基板の光導波路の出射側端面に対して光学結合した。そして、光挿入損失を
測定したところ，-12dBであった。
【００６２】
（比較例２）
　実施例１と同じ材質および寸法の光変調器を作製した。ただし、各寸法パラメーターは
以下のように設定した。
　Ｐ１：5ミクロン
　Ｐ２：　Ｐ１と同一
　Ａ１：100ミクロン
Ａ２：100ミクロン
Ｓ１：500ミクロン
Ｓ２：500ミクロン
【００６３】
　RF変調部５に形成したRF電極の高周波特性をネットワークアナライザを用いて測定した
ところ、S21の-6dB帯域として25GHz以上が確保されており、40Gb/s変調が可能である事も
確認した。更に、偏波保持光ファイバを光導波路の入射側端面、シングルモード光ファイ
バーを接続用基板の光導波路の出射側端面に対して光学結合した。そして、光挿入損失を
測定したところ，-12dBであった。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】光変調器４１を示す平面図である。
【図２】（ａ）は、接続用部品４３Ａを示す平面図であり、（ｂ）は、接続用部品４３Ａ
を示す側面図である。
【図３】（ａ）は、変調用基板４２を示す平面図であり、（ｂ）は、変調用基板４２を示
す側面図である。
【図４】光変調器４１を示す側面図である。
【図５】他の実施形態に係る光変調器５１を示す平面図である。
【図６】（ａ）は、接続用基板５３を示す平面図であり、（ｂ）は、接続用基板５３を示
す側面図である。
【図７】光変調器５１を示す側面図である。
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【符号の説明】
【００６５】
　１、１１　第二の接着層　　　　　　２、１２　第二の支持基板　　　　　　３、１３
　第一の接着層　　４、１４　第一の支持基板　　　　　　５　変調部　　　　　　２６
、３６　光導波路　　　　　　３９Ａ、３９Ｂ　分波部　　　　　　４０Ａ、４０Ｂ　合
波部　　　　　　４１、５１　光変調器　　　　　　４２　変調用部品　　　　　　４３
Ａ、４３Ｂ、５３　接続用部品　　　　　　４４、５４　変調用基板　　　　　　４４ａ
、４４ｂ、５４ａ、５４ｂ　変調用基板の端面　　　　　　４８、５８　接続用基板　　
　　　　５５、５６　光導波路の端面　　　　　　Ａ　入射光　　　　　　Ｂ　出射光　
　　　　　Ａ１　第一の接着層の厚さ　　　　　　Ａ２　第二の接着層の厚さ　　　　　
　Ｐ１　変調用基板の厚さ　　　　　　Ｐ２　接続用基板の厚さ　　　　　　Ｓ１　第一
の支持基板の厚さ　　　　　　Ｓ２　第二の支持基板の厚さ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　６／１０－６／１２２，６／２６，６／３０
              Ｇ０２Ｆ　１／００－１／０６５，１／３１３
              　
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍＩＩ）
              ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩ）
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